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200億 

53億 
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70億 
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30億 

お年寄り（65歳以上）の医療費が約

200億円かかっており、これは今後

も増えていくといわれています。主

な原因は、高齢者人口の増加に加

え、医療費の高額化が進んでいる

からです。 

この中には生活保護費

10億円を含みます。 

お年寄りの医療費と合

わせると全体の約1/3

を占めます。 

市民一人あたり17万円

弱の負担となっていま

す。 

保育所や学校にかかる費用。 

学校の耐震化工事も含みます。 

今回の決算は約30億円の子ども

手当が含まれるので、例年より

多くなっています。 

北清掃センター

のランニングコ

ストが13億円を

占めます。 

各務原大橋建設関係が

25億円、次いで下水道

工事が12億円など。 

65才未満の方の医療や

予防接種など。 

歳出 

総額 

670億 
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昨年度の決算が議会で認定されました。市にはいくつかの会計があります。つま

り、事業の種類によって別々に帳面をやっているということです。（例えば国保会

計、下水道会計など） 

今回は「わかりにくい決算を整理し、わかりやすくできないか？！」と思い立ち、

電卓を片手にパソコンの前で決算書とにらめっこの毎日・・・今回の決算レポート

は、私の独断の理屈で整理しましたので、おかしなところもあるかもしれませんが、

私なりの地味なチャレンジですので、目を通していただければ幸いです。 

池戸一成 

 

いくつかある市の会計（帳面）の合計総額は 670億

円で、このうち、借金返済と貯金した費用を差し引い

た額、つまり市民サービスに充てられた金額は 614億

円で、市民一人あたりの平均は 41万円となりました。

（私の計算によるもの） 

次に、使われ方の内容を目的別に整理すると下のグ

ラフのようになります。 

なお、水道会計は企業会計と呼ばれる他の会計と違

った計算をしているため、今回は計算から省いたが、

24.7億円規模の決算で、独立採算が成り立っています。 

市民へのサービスは一人あたり４１万円 （水道 除く）  
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前ページで市民一人あたりのサービスの金額が 41

万円であったのに対し、市民の負担は、上記のグラフ

の通り、現世代と将来世代の市民の負担を合わせると

一人あたり 43 万円となります。市民が受けるサービ

スより負担の方が 2万円大きいですね。 

行政の効率を高めて、浮いたコストがこの 2万円と

いうことになり、これで財政健全化を進めるわけです。 

しかしながら、『国の資金』の中には将来世代が負担

する財源が含まれていることを忘れてはいけません。 

「子どもにツケをまわさない！」 

地方が「国が面倒見てくれる」と高をくくる時代は、

これから長くは続かないでしょう。各務原市は引き続

きの財政健全化を堅持し、市民満足度を両立できる地

方自治体を目指さなくてはいけません。 

 
市の基金（貯金）は前年度より 12.4 億円（6.8％）増えました。

一方、市債（借金）は前年度より 9.1 億円（2.2％）減りました。

市民一人あたりの貯金高は 13 万円、借金残高は 27 万円となりま

す。 

ここで、借金のうち臨財債※140 億円や、合併特例債※などの国

が負担する分を引いた正味の市の借金は 230 億円ほどで、市民一

人あたりの正味の借金は 15.4万円と考えることもできます。 

右のグラフのように、ここ数年間、市民一人あたりの貯金高と

正味の借金残高が近づいてきており、財政の健全化がますます進

んできています。『国の財布』と対照的です。 

日本の改革は、やはり地方から始めないと・・・と思うのです。 

市民の負担とサービスのバランスは？  

市民一人あたりの貯金は１３万円 ・借金は１５万円  

※『臨財債』とは『臨時財政対策債』の略で、国の代わりに地方自治体が借金して、交付税財源の

不足分を穴埋めするもの。返済に充てる資金は、次年度以降に交付税として国に払ってもらいます。 

※『合併特例債』とは、合併を行った市が地域復興のため行う事業費の 95%に充当できて、返済の

元金の 7割を国が持つ借金。 

市民一人あたりの貯金と借金 

市税 

29% 

負担金 

3% 

保険料 

10% 

市の借入 

4% 

国の資金 

38% 

県の資金 

6% 

貯金取崩 

2% 

前年の 

繰越金 

6% 

その他 

2% 

206億 

70億 
272億 

24億 

42億 

33億 

歳入 

総額 

718億 

市民や市内事業所な

どから市に直接入る

税や保険料、負担金

な合計は 300億円。 

市民一人あたり 20

万円になります。 
国・県などからの資金合

計は 314億円。 

市民一人あたり 21万円

になります。 

この財源のうち、国や県

の税収分は現世代の市民

（国民）が負担し、国債

などで賄われている分は

将来の世代の市民（国民）

が負担することになりま

す。 

将来の世代の市民の負担 

市民一人あたり 2.2万円。 



 
昨年度の保育所の年間を通じての受入れ人数は 2,000 人弱でした。

この他に一時保育を利用された方は延べで 5,000人弱でした。 

保育所を利用される方々が支払った保育料の合計は 4.9億円 で、単

純に幼児一人あたりの負担の平均は 25 万円弱になります。もちろん

所得や兄弟の数、幼児の年齢によって個々に差はあります。 

それに対して、保育所運営にかかるコストの合計は 19.8億円で、単

純に幼児一人あたりのコストの平均をみると 100万円位になります。 

保護者の負担と必要なコストの差額は国・県・市により賄われます。

つまり税という手段で、保育所を利用していない方々にも負担していただいていることになります。保育所コス

トの足りない分の負担額は市民一人あたり 1万円の計算となります。（計算上の国・県・市の税金を通じての平均

負担の合計） 

 

また、学童保育の利用児童数は年間延べ 8,700 人

で、1ヶ月平均 725人です。 

保護者が支払った負担金の合計は 4,500 万円（延

長料も含む）で、単純に利用する児童一人あたりの

負担の平均をみると 6.2万円になります。 

それに対して、学童保育に必要なコストの合計は

8,700万円で、単純に利用する児童一人あたりのコス

トの平均をみると 12万円になります。 

保育所と同様、足りない分は利用者以外の方も一

緒に負担します。 

 

社会全体で、力を合わせて、子を持つ親の子育て

を支えることは必要なことです。 

今回は保育所と学童保育の『利用者負担』と『必

要なコスト』の比較をしましたが、これらに限らず、

利用者の負担だけでは賄えないサービスや施設は他

にも多くあります。 

私が大切に思うことは、市民サービスに必要なコ

ストを市民自らも意識するということと、負担を分

かち合っている社会に感謝することだと思います。 

いいまちづくりの原点ではないでしょうか？ 

 
北清掃センターの運営コストは年間 13億円かかっています。（人件費は含まれません）内訳は以下の通り。 

保守点検 運転委託 飛灰処理 各種工事 燃料など 材料・電気代 

3.1億円 2.6億円 0.7億円 2.0億円 2.0億円 1.5億円 

これに対し、収入もあります。業者などからの持ち込み手数料やメタルなどの資源

売却で合計 1.2億円です。これらの差額が市民負担となり、市民一人あたり 8,000円位

になります。 

センターでは、燃やすときのごみの種類

のバランスを均一化するなど適正な運転管

理をして、燃料（コークス）の経費削減に

努めています。これにより削減効果は前年

より 570万円位あるそうです。 

また、コークス購入の契約見直しなどで

1,180万円、飛灰処理の削減で 300万円、電気代節減で 640万円のコストダウン

に取り組みました。それでも 13億円かかります。 

ごみは人によって出す量が違いますので、公平に負担するためにも、本年度よ

り始まったごみ処理有料化はしょうがないですね。 

保育所・学童保育の負担とサービス 

ごみ処理のコストと有料化 



 
国保・介護保険・後期高齢者保健の各保険料の収納

率が上がりました。担当部署ががんばっています。 

収納率は現年度分で国保料が 92.6%、介護保険が

98.9%、後期高齢が 99.7%です。過去年度の滞納をさ

れている方もいらっしゃいますが、昨年度から、市は

悪質な滞納者（能力があるのに払わない者）に対し、

積極的に差し押さえを行うようになりました。 

差し押さえは国保料で 42 件、後期高齢者で 3 件行

われ、充当金額はそれぞれ 575万円、118万円でした。 

ちなみに、前年の差し押さえは 0件です。つまり昨

年から、かなり積極的に対応しているということです

ね。担当部署の医療保険課と高齢福祉課は税務課と連

携・情報交換し、もちろん、きめ細やかに納付相談に

乗ったり、一度に払えない方には分割納付に応じたり

しています。その上で、なおも悪質な方には差し押さ

えを行うようです。 

誰だって、できればやりたくないことがあります。

しかし、それを避けることで「正直者がばかをみる世

の中」になってはいけません。 

毅然たる態度を示す。これからも担当部署の職員に

期待をしたいです。

 

 

 

毎年、踊っていただける方が

増えて、ますます賑わしくなっ

た夏まつりでした。 

ご参加いただいたみなさん、

誠にありがとうございます。 

特に、踊ってくれる子どもた

ちが増えたことがうれしかった

です！ 

 

円。 

正直者がバカをみる世の中はいけません。～ 保険料の回収 

『ミニ市政報告会』毎月開催します 

 数名から十数名を対象とした、アットホームな報告会です。 

 毎月第 2 金曜日午後３時～と午後７時～（同じ内容・約 30 分） 

 場所は後援会事務所（蘇原柿沢町１－１５ 池戸ミシン） 

 日程は都合により変更することがあります。事前にお問い合わせください。  

 

『夏まつり』大盛況でした！  ８／２５ 高安（株）さん駐車場にて 

≪新年互礼会≫ 

温かいものをご用意して、お待ちしています。 

みなさん、ぜひお立ち寄りください。 

◎ 平成２５年１月１３日（日）９時～１４時 

※時間内のいつご参加いただいても結構です。 

◎ 後援会事務所（池戸ミシン） 

お問合せ先は、３７１－２７４９（後援会事務所）まで 

 

お知らせ  


